
さ つ き 賞 実 施 要 領 

 

（趣旨） 

第１条 市は、坂戸市表彰規則第２条第３項第２号の規定に基づき、身近なところで、地

道に住みよい地域社会実現のための活動を続けている個人又は団体にさつき賞を贈り、

その活動と功績を顕彰し、もってコミュニティ意識の醸成に資するものとする。 

  （受賞対象者） 

第２条 受賞対象者は市内で活動する個人及び団体とする。 

  （対象となる活動） 

第３条 対象となる活動内容は、次のとおりとする。なお、各号の詳細については、別表

第１号のとおりとする。ただし、第２項に掲げる活動は対象外とする。 

(１) 心のふれあいを深める活動 

(２) 健やかな心身を育てる活動 

(３) 住みよいふるさとをつくる活動 

２  対象とならない活動は次のとおりとする。 

(１) 相当の報酬がある活動 

(２) 職務として行っている活動 

(３) 物品の提供のみを行っている活動 

  （選考基準） 

第４条 前条に掲げる活動は、一定期間、常時又は定期的に行われているもので、次のと

おりとする。 

(１) 常時活動は、年３回以上行われる活動とし、推薦のあった年の４月１日を基準と

し、５年以上継続して行われたものとする。 

(２) 定期活動は、年１回又は２回程度行われる活動とし、推薦のあった年の４月１日

を基準とし、８年以上継続して行われたものとする。 

２  その他必要な事項は、別に定める。 

  （推薦） 

第５条 受賞候補者の推薦は、次のとおりする。 

(１) 市内各種団体の代表者から別紙様式により推薦書を市長に提出させることにより

行うものとする。 

(２) １団体１件とし、他薦に限るものとする 

  （受賞者の決定） 

第６条 受賞者は、市民生活課の審査を経て市長が決定する。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年３月３１日から施行する。 

   附 則（一部改正） 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 


